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森林の間伐等の
実施の促進に関する

特別措置法（間伐等特措法）
改正

　令和３年３月26日、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（間伐等特措法）
の一部を改正する法律」が成立しました。今回の改正では、パリ協定下での森林吸収量の確
保に向けた対策として、これまでの措置を延長するとともに、増殖を進めてきた成長の良い
「特定母

ぼじゅ
樹」から生産した苗木を植栽する事業である「特定植栽事業」の計画を認定する仕

組みを新設しました。本稿では、間伐等特措法のこれまでの経緯を振り返りつつ、今回の改
正の内容を紹介します。

～ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて～
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間
伐
等
特
措
法
の

制
定

（
平
成
二
〇
年
）

～
京
都
議
定
書
第
一
約
束
期
間
～

　
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
、「
間
伐
等

特
措
法
」
と
い
う
。）
は
、
京
都
議
定

書
の
第
一
約
束
期
間
の
開
始
年
で
あ
る

平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
、
平
成
二

（
一
九
九
〇
）
年
度
総
排
出
量
比
三・八
％

の
森
林
吸
収
目
標
を
確
保
し
て
い
く
こ

と
を
目
的
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
法
律
の
内
容
は
、間
伐
や
造
林
（
以
下
、

「
間
伐
等
」
と
い
う
。）
の
実
施
箇
所
等
を

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
特
定
間
伐
等
促
進

計
画
（
以
下
、「
特
間
計
画
」
と
い
う
。）

を
市
町
村
が
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
間

伐
等
に
つ
い
て
、
国
か
ら
市
町
村
に
交
付

金
（
美
し
い
森
林
づ
く
り
基
盤
整
備
交
付

金
）
を
直
接
交
付
す
る
と
と
も
に
、
森
林

整
備
事
業
の
都
道
府
県
等
の
負
担
分
に

起
債
特
例
・
特
別
地
方
交
付
税
を
措
置
す

る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
美
し
い
森
林
づ
く
り
基
盤
整
備

交
付
金
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
通

常
の
森
林
整
備
メ
ニ
ュ
ー
に
と
ら
わ
れ

愛媛県
高知県

久万
高原町

奈良県

三重県

和歌山県

大阪県

川上村

吉野川分水
供給地域

紀の川・吉野川
流域

紀の川
吉野川

美しい森林づくり基盤整備交付金の活用事例
奈良県川上村

愛媛県久万高原町

　川上村では、吉野林業の特徴である「密植・多間伐・長伐期」施業を実施し
ており、100	年生以上の人工林が村内人工林の	1/3	強を占めています。
　このため、交付金を活用し、高齢級間伐を支援しています。

　久万高原町では、県内で特に林業が盛んな地域で、多数の自伐林家が小規
模な間伐等の森林施業を各地で行っています。
　このため、交付金を活用し、自伐林家による小規模・零細な森林整備を支
援しています。

間伐実施箇所（100年生林分)

自伐林家による間伐実施箇所
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～ 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて～

な
い
き
め
細
か
な
支
援
を
行
う
も
の
で
、

高
齢
級
間
伐
や
路
網
の
整
備
等
に
活
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
森
林
所
有
者
等
に
と
っ
て
は
、

予
定
し
て
い
る
間
伐
等
を
特
間
計
画
に

盛
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
森
林
整
備
事
業

の
活
用
が
可
能
と
な
る
こ
と
も
大
き
な

メ
リ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

間
伐
等
特
措
法
の

改
正
・
延
長

（
平
成
二
五
年
）

～
京
都
議
定
書
第
二
約
束
期
間
～

　
間
伐
等
特
措
法
は
、
京
都
議
定
書
の

第
二
約
束
期
間
が
始
ま
る
平
成
二
五

（
二
〇
一
三
）
年
に
同
期
間
終
了
ま
で
の

八
年
間
延
長
さ
れ
る
と
と
も
に
、こ
の
際
、

特
定
母
樹
の
増
殖
に
関
す
る
新
た
な
措

置
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
措
置
は
、
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
が

古
く
か
ら
進
め
て
き
た
第
二
世
代
精せ

い
英え
い
じ
ゅ樹

(

エ
リ
ー
ト
ツ
リ
ー)

の
選
抜
が
進
ん
で

き
た
こ
と
を
背
景
に
、
特
に
成
長
に
優
れ

た
こ
れ
ら
の
品
種
の
種
苗
を
造
林
に
用

い
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
の
森
林
吸
収
量

を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
け
ら
れ

た
も
の
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、従
来
品
種
に
比
べ
て
一・

五
倍
以
上
の
成
長
、
花
粉
の
量
が
半
分
以

下
と
い
っ
た
基
準
を
満
た
す
も
の
を
、
農

林
水
産
大
臣
が
「
特
定
母
樹
」
と
し
て
指

定
し
た
上
で
、
そ
の
特
定
母
樹
を
増
殖
し

て
採さ
い
し
ゅ
え
ん

種
園
・
採さ
い
穂ほ

園え
ん
を
整
備
し
よ
う
と
す

る
民
間
事
業
者
が「
特
定
増
殖
事
業
計
画
」

を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受

け
る
と
、
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
か
ら
特
定

母
樹
の
原
種
の
苗
木
・
穂ほ

木ぎ

の
配
布
や
そ

の
育
成
に
関
す
る
技
術
指
導
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

パ
リ
協
定
へ
の
対
応

　
京
都
議
定
書
第
二
約
束
期
間
終
了
後

の
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
途
上

国
を
含
む
全
て
の
国
が
参
加
す
る
法
的

な
枠
組
で
あ
る
パ
リ
協
定
が
、
平
成
二
八

（
二
〇
一
六
）
年
一
一
月
に
発
効
し
ま
し

た
。

　
日
本
は
、
パ
リ
協
定
下
で
の
温
室
効

果
ガ
ス
の
削
減
目
標
と
し
て
、
令
和

一
二
（
二
〇
三
〇
）
年
度
の
排
出
量
を

二
〇
一
三
年
度
比
で
二
六
％
削
減
す
る

こ
と
、
こ
の
う
ち
二
％
相
当
を
森
林
吸
収

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（間伐等特措法）改正

特定母樹「スギ九育2－203」

特定母樹と従来のスギの比較
（九州育種場内・植栽４年後）

従来のスギ品種（スギ精英樹）

6.0
m

2.8
m

特定母樹の指定状況（品種数）
育種基本区 ス　ギ ヒノキ カラマツ トドマツ 計

北海道 1 9 10
東　北 73 14 87
関　東 63 42 62 167
関　西 32 40 72
九　州 39 1 40

計 207 83 77 9 376

　特定母樹を指定する際の基準には、成長量（同じ環境での従来品種に
比べおおむね1.5倍以上）のほか、花粉の量（一般的な花粉量の概ね半分
以下）や材の強さ等が含まれています。
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量
で
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
二
〇
五
〇
年
に
向
け
て
は
、
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
を
八
〇
％
削
減
す
る
と

し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
に
関
し

て
は
、
昨
年
秋
の
臨
時
国
会
で
の
菅
総
理

の
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
二
〇
五
〇

年
の
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
目
指

す
こ
と
が
表
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

現
在
、
政
府
内
に
お
い
て
地
球
温
暖
化
対

策
計
画
の
見
直
し
な
ど
の
作
業
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

再
造
林
の
推
進
と

特
定
苗
木
の
活
用

　
日
本
の
森
林
は
、
人
工
林
の
高
齢
級
化

に
伴
い
、
単
位
面
積
あ
た
り
の
森
林
吸
収

量
が
減
少
傾
向
で
推
移
し
て
い
る
こ
と

に
加
え
、
主
伐
後
の
再
造
林
が
三
～
四
割

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
中
長
期
的
に
森
林
吸
収
量
を

確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
成
長
に
優
れ

た
苗
木
に
よ
る
再
造
林
を
促
進
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
再
造
林
に
必
要
と
な
る
苗
木
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
五
年
の
間
伐
等
特
措
法
の

改
正
・
延
長
時
に
創
設
し
た
特
定
母
樹
の

増
殖
が
こ
の
八
年
間
で
進
展
し
、
北
海
道

と
九
州
に
お
い
て
は
増
殖
特
定
母
樹
か

ら
採
取
さ
れ
た
種し
ゅ
ほ穂

か
ら
育
成
さ
れ
た

苗
木
（
以
下
、「
特
定
苗
木
」
と
い
う
。）

の
出
荷
も
始
ま
り
ま
し
た
。
た
だ
、
全

て
の
苗
木
に
占
め
る
特
定
苗
木
の
割
合

は
、
令
和
元
年
度
で
苗
木
全
体
の
約
四
％

程
度
で
す
。
今
後
、
特
定
母
樹
の
増
殖
や

特
定
苗
木
の
生
産
を
加
速
化
さ
せ
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
令
和

一
二
年
度
の
特
定
苗
木
の
割
合
は
最
大

三
割
程
度
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
全
て
の
再
造
林
を
特
定
苗
木
で
行

う
に
は
足
り
な
い
状
況
で
す
の
で
、
森
林

吸
収
量
の
最
大
化
を
図
っ
て
い
く
た
め

に
は
、
数
量
が
限
ら
れ
る
こ
の
特
定
苗
木

を
、
そ
の
性
能
を
十
分
に
発
揮
し
う
る
場

所
に
優
先
的
に
植
え
て
い
く
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
特
定
苗
木
は
、
従
来
の
苗
木
と

比
べ
成
長
に
優
れ
る
た
め
、
樹
高
が
下
草

よ
り
高
く
な
る
ま
で
の
期
間
が
短
く
、
下

刈
り
回
数
の
削
減
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、

低
密
度
で
の
植
栽
や
伐
採
す
る
ま
で
の

期
間
の
短
縮
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、

植
栽
や
保
育
の
費
用
の
削
減
も
可
能
と

な
る
こ
と
か
ら
、
林
業
面
で
の
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
概
要

　
こ
の
よ
う
な
パ
リ
協
定
へ
の
対
応
や

主
伐
後
の
再
造
林
の
推
進
等
の
観
点
か

ら
、
今
回
、
間
伐
等
特
措
法
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。
改
正
の
主
な
内
容
は
以
下
の

通
り
で
す
。

① 

現
行
の
支
援
措
置
の
延
長

・	　
特
定
間
伐
等
促
進
計
画
、
市
町
村

へ
の
交
付
金
、
地
方
債
の
起
債
特
例
、

特
定
母
樹
の
増
殖
な
ど
現
行
の
各
種

支
援
措
置
を
一
〇
年
間
延
長
す
る
。

② 

再
造
林
を
促
進
す
る
措
置
の
創
設

・	　
都
道
府
県
知
事
は
、
自
然
的
・
社

会
的
条
件
が
良
い
森
林
を
特
定
植
栽

促
進
区
域
に
指
定
し
、
こ
の
区
域
内

で
特
定
苗
木
の
植
栽
を
実
施
し
よ
う

と
す
る
者
が
作
成
す
る
特
定
植
栽
事

業
計
画
を
認
定
す
る
。

・	　

特
定
植
栽
事
業
計
画
の
作
成
者

が
、
無
利
子
の
資
金
で
あ
る
林
業
・

木
材
産
業
改
善
資
金
を
借
り
る
際
に

償
還
期
間
を
延
長
す
る
。

・	　
特
定
植
栽
事
業
計
画
に
基
づ
く
植

栽
等
に
つ
い
て
は
、
特
間
計
画
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と

に
よ
り
、
美
し
い
森
林
づ
く
り
基
盤

整
備
交
付
金
や
起
債
特
例
等
の
対
象

と
す
る
。

改
正
法
の
施
行

　
パ
リ
協
定
下
で
森
林
吸
収
量
を
確
保

し
て
い
く
た
め
に
は
、
間
伐
等
特
措
法
に

基
づ
く
間
伐
等
や
特
定
母
樹
の
増
殖
等

を
全
国
の
森
林
整
備
の
現
場
で
速
や
か

特定母樹（九育2-147）の板材標本

28cm
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～ 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて～

に
開
始
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
林
野
庁
に
お
い
て
は
改
正
法
の
施
行

（
本
年
四
月
一
日
）
後
の
四
月
六
日
に
国

の
基
本
指
針
を
告
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
以

降
、
都
道
府
県
に
お
い
て
基
本
方
針
を
、

市
町
村
に
お
い
て
特
定
間
伐
等
促
進
計

画
を
そ
れ
ぞ
れ
策
定
し
て
い
た
だ
い
た

上
で
実
際
の
森
林
整
備
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　
吸
収
源
対
策
を
は
じ
め
、
森
林
の
公
益

的
機
能
の
十
全
な
発
揮
を
図
っ
て
い
く

た
め
に
は
、
間
伐
を
適
時
適
切
に
行
う
と

と
も
に
、
主
伐
後
の
再
造
林
な
ど
の
森
林

整
備
を
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
林
野
庁
に
お
い
て
は
、
間
伐
や
再
造

林
等
が
着
実
に
進
む
よ
う
、
間
伐
等
特
措

法
に
基
づ
く
特
定
間
伐
等
の
支
援
措
置

な
ど
の
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（間伐等特措法）改正

特定植栽促進区域と
特定植栽事業計画の

イメージ

特定植栽促進区域
　林木の成長に優れ、林道からの距離が近いなどの森
林を、都道府県知事が一体的に指定。

特定植栽事業計画
・	森林所有者・林業事業体が特定苗木の植栽に関する
事業計画を作成し、都道府県知事が認定。

・	林業機械の導入に対する金融特例等により、効率的
な再造林の実施を支援。

林業機械等を活用した効率的な造林の推進

特定苗木を活用した計画的
かつ効率的な再造林を推進し、

森林吸収量の更なる確保

植栽箇所

植栽箇所

植栽
箇所

植栽を促進する地域

コンテナ苗 地ごしらえ、下刈り用の多目的造林機械 苗木運搬用のドローン

区域の指定 林業事業体等への支援

林道等

事業計画に基づく
植栽箇所




